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香港の新研究開発制度が施行 

新研究開発制度の概要 

新しい制度では、研究開発（R&D）による支出を2つの大区分（タイプA及びタイプB）に分類

し、一定の条件を満たす場合に損金算入制度を適用する。タイプAの支出の場合、100%の損

金算入が適用される。タイプBの支出には、2段階に分けて拡大された損金算入（最初の2百万

香港ドルについては300％、それを超える残りの金額については200%）が適用される。新しい優

遇税制の詳細は、本アラートの付表でまとめている（2018年5月の香港タックスアラート第7回も

参照、ここをクリック）。 

当初法案の修正点 

本制度は、R&Dの外部委託契約に基づき納税者が研究開発を実施する外部の研究開発機

関に対し支出がある場合の規定部分につき若干の修正された以外、既存の法案を概ね継続し

ている。。 

当該修正により、創新科技署（CI&T）が「指定地方研究機関」として指定した地方機関に

対する支出は遡及的に適用できるようになる。すなわち、（支出時点では指定地方研究機関

ではなかった）地方機関に対して行われた支出についても、支出日から6ヶ月以内にその地方

機関が指定地方研究機関に指定された場合には優遇税制を適用することができる。 

新優遇税制を適用する際の不確実性及び複雑性に関する懸念 

検討及び立法プロセスにおいて、一部の専門機関及び業界団体より、複雑な適格要件により、

支出がタイプBの支出に該当し、R&Dの拡大損金算入が適用されるか否かを評価するのが難しい

という懸念が提起された。これに対する香港政府の回答は、適格要件は個々のケース別に検討す

べき事項であり、すべてのケースに統一の解釈があるとは言えないというものであった。世界の他の地

域における実例を見ても、類似するR&Dの定義は税務当局によって見解が大きく異なることがあり、

申告内容を評価する際の税務当局の考え方に大きく依存することになる。

サマリー 

 

香港の新しい研究開発（R&D）制

度が11月2日に制定され、2018年4

月1日以降に発生した適格支出額に

適用される。 

この歓迎すべき優遇税制の制定によ

り、香港は他の地域と歩調を合わせ、

自らを国際的なR&D拠点と位置付

け、より多くのR&D活動が香港におい

て実施されるよう、誘致を進めている。 

納税者は、タイプBの支出に関連する拡

大損金算入額に基づく税務申告が可

能か否かを確かめるため、現在行ってい

る自らの事業におけるプロセスの改善及

びイノベーション関連作業を評価する必

要がある。 
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香港税務局（IRD）は、まもなく実務解釈指針（Department Interpretation and Practice 

Note、以下DIPN）を公表し、新制度の条項及びタイプBの支出に関連する拡大損金算入される額

の税務申告の評価を規範化できるようにするため、納税者側に要求する立証の程度について詳述し、

明確にする予定である。当該DIPNにおいて、合理的な範囲内で立証文書準備の要件を設け、香港

でのR&D活動を奨励するという香港政府の意向を助長できることが期待される。 

香港の新R&D制度において懸念となりうるとして、拡大損金算入の対象となるタイプBの支出の範囲が

限定的であることが挙げられる（人件費、消耗品費及び「指定研究機関」に対する支出のみがこれに

該当する）。懸念事項の解決として、営利目的の組織を含む機関が指定研究機関として当該制度

を適用できたり、DIPNより当該制度適用のための手続及び要件に関連するするガイダンスを含める予

定である。本制度がより効果的なものとなるには、ビジネスに沿った形で透明性がありかつ効率的なアプ

ローチであるべきである。同様に、グローバル展開する企業グループ等が主要なプロジェクトに対して、どの

ようにリソースを割り当てているかの要素を考慮にいれた形で人件費を解釈することを期待している。 

納税者が準備し検討すべき事項 

香港の多くの企業等はすでにR&D活動を実施しており、当該コストは通常、給与及び賃金、その他の

支出または固定資産費用等に含まれている。新R&D制度が適用されると、タイプBの支出に関連する

拡大損金算入額の対象に指定地域研究機関に対する支出、直接人件費及び消耗品費を含めるこ

とが可能となる。 

納税者は、現在行っているR&D活動がタイプBの支出に関連する拡大損金算入の適格要件を満たす

か否かを見直し、評価する必要がある。R&Dを実施している納税者は、自らの内部システム及びプロセ

スによって正確に適格R&D活動が識別され、関連コストが定量化されていることを確かめる必要がある。

納税者はまた、現在の事業モデルが当該優遇税制に適合していること（例えば、R&Dに関する人件費

が、まだ形成されてない知的財産権から利益を得る事業体によって負担されていること）も確かめること

を推奨する。 

納税者は、タイプBの支出に関連する拡大損金算入額に基づく税務申告のための文書準備要件を見

落としてはならない。IRDの文書化に関する規定に従って、プロセス、リスク及び結果を同時に文書化す

ることが重要である。タイプBの支出に関連する拡大損金算入額に基づく税務申告書を作成する際、適

切な専門家の支援が必要になることも留意して欲しい。 



© 2019 KPMG Huazhen LLP — a People's Republic of China partnership, KPMG Advisory (China) Limited — a wholly foreign owned enterprise in China, and KPMG — a Hong Kong 

partnership, are member firms of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights  reserved. 

© 2019 KPMG, a Macau partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss 

entity. All rights reserved. 

@ 2019 KPMG Tax Services Limited, a Hong Kong limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International 

Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved. 

香港タックスアラート (第19回) 

 

 

 

付表 

 

図 1 – 新研究開発制度における研究開発活動区分の主な特徴: 
 

 

図 2 – 新研究開発制度におけるタイプA及びタイプBの支出判定フロー: 
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KPMG の所見 

この歓迎すべき優遇税制の通過により、香港は他の地域と歩調を合わ

せ、自らを国際的なR&D拠点と位置付け、より多くのR&D活動が香港

で実施されるよう誘致を進めている。ただし、この取組みの成否は、本制

度をどう適用するか、特に、税務当局が導入する要件及び文書化に関

する規定の解釈を通じて申告の可否をどう判断するかにかかっている。こ

の点KPMGは、IRDが速やかに明瞭なガイダンスを公表することを望む。

他方、納税者は、現在行っている自らの事業におけるプロセスの改善や

イノベーション関連の作業を評価し、タイプBの支出に関連する拡大損

金算入額に基づく税務申告の可否を確かめなければならない。 

お問い合わせ及びサポートは、貴社の税務アドバイザーまたはKPMGの

税務アドバイザーまでご連絡ください。なお、日本語でのお問い合わせは、

下記担当者までご連絡ください。 
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